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2 在 留
ざいりゅう

期間
きかん

更新
こうしん

、在 留
ざいりゅう

資格
しか く

変更
へんこう

、永 住
えいじゅう

許可
きょか

申請
しんせい

、資格外
しかくがい

活動
かつどう

許可
きょか

、再入国
さいにゅうこく

許可
きょか

、在 留
ざいりゅう

資格
しか く

取得
しゅとく

 

2-6 資
し

格
かく

外
がい

活
かつ

動
どう

許
きょ

可
か

 

仕事
しごと

をしてはいけない 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

の人
ひと

が 働
はたら

きたいときに 「資格外
しかくがい

活動
かつどう

許可
きょか

」が 必要
ひつよう

です。たとえば 

留
りゅう

学
がく

生
せい

が アルバイトしたいときに 必要
ひつよう

です。入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

で 「資格外
しかくがい

活動
かつどう

許可
きょか

」を たのんで ください。

在 留
ざいりゅう

資格
しか く

で 働
はたら

くことが できる 時間
じかん

や 仕事
しごと

が 決
き

まっています。自分
じぶん

の 在 留
ざいりゅう

資格
しか く

で できないことをす

ると 「不法
ふほう

就労
しゅうろう

」になります。「不法
ふほう

就労
しゅうろう

」になると 警察
けいさつ

に つかまります。くわしいことは ちかくの 入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

で 聞
き

いて ください。 

 

必要
ひつよう

な もの どこ いつ お金
かね

 

1 資
し

格
かく

外
がい

活
かつ

動
どう

許
きょ

可
か

申
しん

請
せい

書
しょ

  

2 何をするか わかるもの 

3 パスポート または 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

証
しょう

明
めい

書
しょ

  

4 在
ざい

留
りゅう

カード 

5 誰
だれ

かが あなたの 代わりに 入

国管理局に 行くとき、その人
ひと

のこ

とが わかるもの 

たのむところ： 

ちかくの 入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

 

聞
き

くところ： 

ちかくの 入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

 また

は 外
がい

国
こく

人
じん

在
ざい

留
りゅう

総
そう

合
ごう

インフ

ォメーションセンター（4 を みて 

ください） 

今
いま

の 在 留
ざいりゅう

資格
しかく

で 

仕事
しごと

をしてはいけな

いけれど、仕事
しごと

をし

て お金
かね

が ほしい

とき 

お金
かね

は いり

ません。 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/b/part.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/b/04.pdf
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出 典

しゅってん

：法 務 省

ほうむしょう

 資

し

格

かく

外

がい

活

かつ

動

どう

許

きょ

可

か

申

しん

請

せい

 

このような紙
かみ

に書
か

きます。 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/b/part.pdf
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html

